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海面とウォーターフロント
地球温暖化と海面上昇

１．地球の温暖化
南極ボストーク基地の氷底から採集した16万年前までの空気を分析した結果

、二酸化炭素と気温とはきわめて良い一致を示すことが分かった。
また、ハワイのマウナ・ロア観測所と南極で、1958年の国際地球観測年以降

CO2濃度は、高精度で計測された。観測の開始以来、CO2濃度は毎年増加し
ていることが分かった。濃度変動の周期は丁度一年であり、植物の光合成の活
発な夏期にはCO2は減少し、逆に冬期には増加している。このような大気の気
温上昇を招く気体を温室効果ガスと呼んでいる。例えば、CO2濃度が大気の97
％を占める金星では、大気は500℃の高温である。火星のCO2濃度も95％であ
るが、気圧が地球のそれに比べて1/132であることを考慮するとCO2濃度の絶
対量が少なく、-60℃の極寒である。地球のCO2濃度はわずか0.03％であり、こ
れによって人類を含む生物の生存を可能にしているといえる。例えば、現存する
CO2を固化して大気中から無くなれば、地球の温度は-15℃まで下がると推測さ

れている。

２．海面上昇の予測
海面水位の変化をもたらす角要因毎に気温・水温の変化にともなう寄与を解

析し、それに基づいて予測がなされている。その要因は、(1)海水の熱膨張、(2)
山岳氷河等小規模な陸上氷の溶解、(3)グリーンランド氷底の溶解、(4)南極氷
底の溶解である。

IPCC（Intergovernmenal Panel on Climate Change）によるBussiness as 
UsualのシナリオAに基づいた海面上昇の予測は、主に海水の熱膨張と氷河の
溶解により10年間に6cm（3～10cm）の割合で進み、2030年までに20cm、21世
紀末までに65cm上昇する。この値は過去10年間にみられた3～6倍の速度であ
る。また、地域的には大きな変動が存在する。シナリオB～Dのようにある程度
の排出規制が進むことを前提にすると、海面上昇量は少し下回る。
社会基盤の整備や防災対策に関わる土木工学としては、気温上昇や降水量、

あるいは海面上昇の変動を想定した温暖化シナリオを作成して、それをもとにし
た予測実験や事前評価を行う必要があろう。
海面が1.5m上昇した時の大阪平野のゼロメートルの拡大を考えると、その地

域に産業・経済が集積していることから、これに対処すべき社会基盤の整備を
急ぐ必要があろう。

ハワイと南極でのCO2濃度変化

大阪湾の海面上昇によるゼロメートル地帯の変化

大阪大学大学院工学研究科地球総合研究科

24



25



2010-06-20 

松本 誠 委員長 

委員 村岡 浩爾 

 

〔既存ダムの活用〕に関し 

１ 宝塚市、西宮市の水道源水の実態について（資料の要望） 

２ 水道利用の実態を踏まえた利水容量の活用 

の意見を提出しますので、よろしくお取りはからい下さい。 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

１ 宝塚市、西宮市の水道源水の実態について（資料の要望） 

第６１回流域委員会、資料４、p.12～に基づいて、筆者は以下のことを述べた。 

① 水源余力を見直すこと 

② 日照りによる水不足と予備放流後の水不足は発生機構が根本的に違うこと 

③ 予備放流にあと、水位の回復が望めない場合に備えて、（ⅰ）水の融通システムの必要性 （ⅱ）新たな水源

確保のうち地下水開発の可能性の検討が必要  

これに関する意見交換があって、筆者は改めて以下の事項について認識を新たにした。 

（１）地下水の過剰揚水による地下水帯の断水は絶対に起こしてはいけない。（河道の断水とは違う。） 

（２）これまで渇水による地下水障害が報告されていないことに鑑み、武庫川中下流の河道に沿う地帯で地下水

源の資源量を地下水涵養、水循環・水収支の立場から基本的に検討すべきこと 

（３）仮に地下水源に余力があっても、現状の浄水場の近傍など、開発コストの合理性に基づいて検討すること 

 

中下流域における現在の浄水場で、地下水（井水）を水源として利用しているところは 

宝塚市： 川面浄水場、小林浄水場、亀井浄水場、小浜浄水場 

西宮市： 中新田浄水場、武庫川浄水場、鳴尾浄水場 

とされる。これらの浄水場において地下水の計画揚水量、および揚水実績を、 新年度について月別量を提示さ

れたい。合わせて、表流水の利用量も同様に提示されたい。（古い資料では、宝塚市の場合、１／３強が地下水、

残りが表流水のようである。） 

 

２ 水道利用の実態を踏まえた利水容量の活用 

水源余力の算定は 第57回流域委員会資料３，第５章 に基づいて県のまとめがある。これに対して筆者はこ

の算定方式を見直す必要があるとの意見を第60回流域委員会資料５，p.9～に述べた。 

余力の計算の基本量として、計画１日 大取水量、計画１日平均取水量等があるが、これを過剰に設定するこ

となく、実態と正確な将来予測に基づいて設定すべきである。すなわち原単位方式による予想量を的確に行うこ

により、ダムの利水容量を見直すことができる。 

現実の配水稼動率は次の表の通りである。 

 

各市の配水稼働率 

Ａ Ｂ Ｃ Ｃ／A Ｃ／Ｂ 

計画給水量 実績配水量 

 

１人１日 大 １人１日平均 １人１日平均 
配水稼働率％ 

宝塚市 479㍑（平17） 383㍑（平17） 311㍑（平15） 64.9％ 81.2％ 

西宮市 598㍑（平4） 478㍑（推定） 343㍑（平16） 57.4％ 71.8％ 

尼崎市 444㍑（平16） 386㍑（平16） 351㍑（平16） 79.0％ 90.9％ 
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参考までに、自己水源率は 宝塚市：８７％、西宮市：３７％、尼崎市：０％（主たる水源は阪神水道企業団よ

り）である。 

 

この表において配水稼働率Ｃ／Ｂは７０～９０％となっている。 

これより計画給水量は現実の水使用量に対し、過剰に見積もられていることが判る。従って各利水ダムの利水容

量をこの稼働率（８０％とする）を乗じた量程度に見なおすことができるのではないか。 

 

青野ダム   9,300,000立米 → 7,440,000立米 

千苅ダム  11,612,000    → 8,290,000 

川下川ダム  2,650,000      → 2,120,000 

丸山ダム   2,052,000      →  1,640,000 

深谷ダム   1,040,000      →    832,000 

山田ダム     173,831      →   139,000 

 

この減量（５４０万立米）に対する各利水ダムにおける水位の低下量は、青野ダムの場合、常時満水位から約２

㍍の低下量になるとみられる。将来、水需要が現在以上に低下するならば、また給水人口が長期的にみて減少す

るならば、利水容量は上記の予想量より更に減ずることが可能とみられる。  

 

千苅ダム利水量削減による余剰給水量について、以下のように考えられる。 

○ 貯水量 11,612,000 ｍ３（神戸市資料） 

○ 流域委員会提案の利水削減量（第35回流域委員会06-02-23資料） 

    配水稼動率＝（１人１日実績配水量）／（１人１日平均計画給水量） 

         ＝約８０％ （宝塚市、西宮市、尼崎市の値を平均化した値） 

○ 貯水量の予想減量     11,612,000 ｍ３ × 80% ＝ 8,290,000 ｍ３ 

○ 貯水量の節減量      11,612,000 － 8,29,000 ＝ 約332 万ｍ３ 

○ この節減量を日量に直すと     ３３２万m3 ÷ ３６５日 ＝ 0.9万ｍ３／日 

○ 千苅の給水量 11.9万ｍ３／日（神戸市資料） 

○ 節減量を組み込んだ千苅の給水量  11.9 － 0.9 ＝11.0 万ｍ３ 

 

これよりこの減量分を治水対応の調節量に活用できる。また、仮に尼崎から２万ｍ３／日が融通されるとすると、

一層治水対応量が増加できる。 

 

以下は〔参考〕である。 

 

水道事業者との意見交換会、内容まとめ（村岡まとめ＋伊藤意見） 

（平成１８年４月２８日 西宮市民会館・中会議室 13:30-17:00） 

 

１． 供給量減少の傾向について 

・ 関係組織、各市とも減少の実態は認識している。 

・ 神戸市は下方修正した。ただし、北部は代替水源が得にくい。千苅に負う。 

・ 阪神水道企業団資料の給水量減少は、重要な意味を持つ（村岡発言）。琵琶湖は下流1300万人の水ガメ。

大阪府営水道と合わせ、広域需給の傾向を表している。企業団側は特に反応なし。 

 

２． 自己水源の安定化 

・ 地下水、伏流水の揚水量は微減少傾向にあり、これ以上の揚水や開発は無理（宝塚市）。涵養機構の解

明が必要。 

・ 森林を保全し、渓流水の活用を促す点については消極的。（まとまった量がえられないということと、

森林の長期的保全は水道事業者には考えにくいということか。） 
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・ 農業用水の活用（畑委員発言）についても、特に反応なし。 

・ 健全な水循環系の形成のためにも、広域的地下水涵養機構の解明と適正揚水量との関係を明らかにして

決めの細かい地下水利用を展開すべきである（村岡発言）。反応なし。 

 

３． 広域連携について 

・ １５０㎜径による連絡管はある（県企業局）。災害時に対応。（広域的とは言えない。） 

・ 広域連携の重要性を強調（松本委員長、佐々木、中川、村岡）。 

・ この行政的計画は県民政策部政策局ビジョン課であるが、その意見として「広域連携は重要で今後検討

すべき課題」という言い方に終始した。 

・ （委員長発言）この政策を誰が指揮するかといえばビジョン課である。そこが何も考えていないという

のはおかしい。「・・・するべき論」ではない。実施計画を立てなければいけない。給水量の減少傾向、

一方では利水安全度の実力低下の問題、施設の老朽化、利水と治水の両面からの連携などを総合的に組

み込んだ連携ビジョンを、治水の整備計画タイムスパンのレベルで立てることが必要である。 

 

（伊藤意見）当日は途中退席してすみませんでした 

  私の感想です 

１． 各市とも人口増が止まり、減少に転ずることは理解している 

   ⇒将来に対する採算不安、県による利水の買取が必要 

２． 神戸市、西宮市は北部地区の、宝塚市は全市の水源の多様化の必要は認めている 

   ⇒水源の多様化を県が推進することが必要、県水の導入（青野ダム水は余剰） 

３． 水源確保の財源がない 
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